
事業者のみなさまへ

公益社団法人　徳島県シルバー人材センター連合会
〒771-0134　徳島市川内町平石住吉209-5 徳島健康科学総合センター1階
TEL 088-665-5533　FAX 088-665-5551　http://www.chidori.co.jp/silver/

※お受けできる仕事は地域によって異なります。まずは「あなたのまちのシルバー人材センター」へお問い合わせ下さい。
※本パンフレットは「厚生労働省徳島労働局 高齢者活躍人材確保育成事業」により作成しました。

公益社団法人 徳島市シルバー人材センター

公益社団法人 阿南市シルバー人材センター

公益社団法人 藍住町シルバー人材センター

公益社団法人 鳴門市シルバー人材センター

公益社団法人 三好市シルバー人材センター

公益社団法人 美馬市シルバー人材センター

公益社団法人 北島町シルバー人材センター

公益社団法人 小松島市シルバー人材センター

公益社団法人 吉野川市シルバー人材センター

公益社団法人 阿波市シルバー人材センター

公益社団法人 勝浦町シルバー人材センター

公益社団法人 つるぎ町シルバー人材センター

上板町シルバー人材センター

板野町シルバー人材センター

石井町シルバー人材センター

松茂町シルバー人材センター

東みよし町シルバー人材センター

美波町シルバー人材センター

海陽町シルバー人材センター

上勝町シルバー人材センター

佐那河内村シルバー人材センター

神山町シルバー人材センター

那賀町シルバー人材センター

牟岐町シルバー人材センター

〒770-0024　徳島市佐古四番町12番10号

〒774-0030　阿南市富岡町トノ町1番地7（2階）

〒771-1250　板野郡藍住町矢上字川向5‒1

〒772-0003　鳴門市撫養町南浜字東浜24－2

〒778-0002　三好市池田町マチ2537番地

〒779-3610　美馬市脇町大字脇町1265－1

〒771-0203　板野郡北島町中村字長池13－2

〒773-0005　小松島市南小松島町1番16号

〒779-3301　吉野川市川島町川島146番地

〒771-1622　阿波市市場町興崎字北分60番地

〒771-4305　勝浦郡勝浦町大字久国字久保田3

〒779-4101　美馬郡つるぎ町貞光字中須賀52－1

〒771-1330　板野郡上板町西分字橋西1－11

〒779-0105　板野郡板野町大寺字亀山西169－5

〒779-3223　名西郡石井町高川原字高川原2112-3

〒771-0220　板野郡松茂町広島字三番越2－2

〒779-4702　三好郡東みよし町西庄字横手70

〒779-2305　海部郡美波町奥河内字井ノ上13番地2

〒775-0302　海部郡海陽町奥浦字新町44番地

〒771-4501　勝浦郡上勝町大字福原字下日浦94－4

〒771-4101　名東郡佐那河内村下字西ノハナ27番地

〒771-3310　名西郡神山町神領字本上角93－1

〒771-5406　那賀郡那賀町延野字王子原31番地1

〒775-0004　海部郡牟岐町大字川長字新光寺60－1
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☎088-692-1830

☎088-686-3732

☎0883-72-5722

☎0883-53-2141

☎088-698-8564

☎0885-35-1055

☎0883-36-1266

☎0883-26-6112

☎0885-42-2304

☎0883-62-5221

☎088-694-6155

☎088-672-5890

☎088-674-7840

☎088-699-7190

☎0883-87-8855

☎0884-77-0342

☎0884-73-3437

☎050-3438-9545

☎088-679-2304

☎088-676-1186

☎0884-64-0026

☎0884-72-1151

シルバー
人材センターの
ご案内

①仕事の発注方法
・地域のシルバー人材センターに直接お電話でご連絡下さい。仕事の内
容や条件などについて、ご相談させて頂きます。

・ ご相談、お見積もりの上、請負・委任形態であれば「利用契約」、労働者
派遣形態であれば「派遣契約」を締結します。

・ 2つ以上の市町村にまたがった仕事や、お近くのシルバー人材センター
がお受けできなかった仕事は公益社団法人徳島県シルバー人材セン
ター連合会で調整いたします。お気軽にご連絡下さい。

②料金
・ 「請負・委任形態」
　請求金額の中には、仕事をする会員への「会員業務委託料（報酬）」及び
「センター業務委託料（報酬の10～20％）」、交通費が含まれます。
　別途、材料費をいただく場合もあります。請求書はシルバー人材セン
ターが発行します。

・ 「労働者派遣形態」
　派遣料金は、派遣会員への賃金、手数料（20～41%程度）、加えて消費
税を別途頂きます。請求書はシルバー人材センター連合会が発行します。

・ 代金はシルバー人材センターによって異なりますので、地域のシルバー
人材センターにお問い合わせ下さい。

・ 代金は、直接的な賃金や給与ではありませんので、お支払いは外注費・
委託費としてお支払い下さい。

シルバー人材センターキャラクター
チエブクロー

事

必要な時に、必要な人数だけ、仕事の担い手を確
保できます。

継続的な仕事だけでなく、繁忙期など期間限定の
仕事も引き受けます。

必要とする技能や資質、専門的分野など細かな要
望にも対応いたします。

仕事の依頼により、高年齢者の働く場をつくるこ
とで地域貢献となります。

相談・お見積もりは無料です。気軽にお問い合わ
せください。

会員の就業中、通勤時の事故は、シルバー人材セ
ンターが加入する団体傷害保険で対応できます。
また派遣就業の場合は連合本部が労災保険に加入
していますので、事業所での労災手続きは必要あ
りません。

営利を目的としていませんので、一般的に割安です。

センターをご利用いただくメリット

あなたのまちのシルバー人材センター
仕事のしくみ

仕事のご依頼

発注者から「シルバー人材センター」利用の申込を受け、会
員はセンターの斡旋により発注者から仕事を請け負います。

請負のしくみ
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①契約締結

指揮命令関係

派遣元

②雇用契約

③派遣契約料金の
　お支払い ④賃金のお支払い

単一作業をお願いしたい！

派遣のしくみ 幅広くお願いしたい！

包括的契約

発注者の指揮命令の下で行う仕事についてセンターが会員
を派遣します。派 遣
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①利用申込
（利用契約締結）

②サポート
（マッチング業務）

⑤報酬の支払い（代理） ⑥報酬の支払い（代理）

④報酬の代理請求 ③就業報告

希望職種登録（入会）

業務委託関係（仕事の遂行）


